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 法第３４条第１４号に係る佐世保市開発審査会提案基準  

                                                                                

 １）．一般提案基準  

                                                                                

                佐世保市開発審査会提案基準 報告 諮問 

基準 １ 農家等の二、三男等の分家住宅  ○  

基準 ２ 収用対象事業の施行に伴う建築物等  ○  

基準 ３ 既存集落内の自己用住宅  ○  

基準 ４ 既存建築物の建替え等 △ △ 

基準 ５ 災害危険区域等の建築物の移転  ○  

基準 ６ 地区集会所  ○  

基準 ７ （廃止）   

基準 ８ 許可を受けた土地におけるやむを得ない事情による用途変更等  ○  

基準８の２ 既存建築物を活用した観光振興等による地域再生のための用途変更   ○ 

基準８の３ 既存建築物の賃貸住宅への用途変更  ○  

基準 ９ 指定大規模既存集落内の自己用住宅  ○  

基準１０ 指定大規模既存集落内の分家住宅  ○  

基準１１ 指定大規模既存集落内の小規模工場等  ○  

基準１２ 社寺、仏閣及び納骨堂   ○ 

基準１３ 市街化調整区域を対象とした研究施設   ○ 

基準１４ 既存事業所の従業員の寮、寄宿舎等   ○ 

基準１５ 自然的土地利用と調和のとれたレクレーション施設   ○ 

基準１６ 地域経済牽引事業の用に供する施設である建築物   ○ 

基準１７ 特定流通業務施設   ○ 

基準１８ 有料老人ホーム ○   

基準１９ 介護保健法に基づく介護老人保健施設   ○ 

基準２０ 既存の土地利用を適正に行うため必要最低限の管理施設   ○ 

基準２１ 既存住宅の増改築のためのやむを得ない敷地拡大   ○ 

基準２２ 市街化区域と市街化調整区域にまたがる住宅   ○ 

基準２３ 既存権利の未届けによる特別措置   ○ 

基準２４ 既存権利未行使による救済措置   ○ 

基準２５ （廃止）   

基準２６ 大工等の作業場、資材置き場等 △ △ 

基準２７ 
従前から宅地であることが確認できる土地における建築行為または

防災避難のための開発行為 
○  

基準２８ 線引き前から所有する土地における自己用住宅 ○  

 

 

 ２）．個別提案基準  

  一般提案基準に定めるもののほか、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認

められ、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当であるもので、都市計画法第３４

条第１４号の趣旨に照らしてやむを得ないものと、市長が認めたもの。 
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〔基準１〕      農家等の二、三男等の分家住宅 

（開発審査会一般提案基準） 

      ※１        ※２ 

 農家等の二、三男等が分家する場合の住宅で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、当該市街

化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査会の議

を経て許可することができる。 

 

１．申請者は、次の各号に該当するものであること。 

（１）申請者は、民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条に定める親族（血族６親等、姻族

３親等）の範囲に該当し、かつ、相続又は贈与により当該土地の所有権等を取得するいわ

ゆる本家（以下「親等」※３という。）の世帯構成員である者又はあった者であること。

（娘婿予定者を含む） 

 

（２）従前同一の世帯構成員として、同居の事実があること。 

（血族４～６親等、姻族３親等は同居の事実を証明できるものであること。） 

 

２．申請に係る土地は、次の各号に該当するものであること。 

 （１）親族から相続若しくは贈与があったか又はそれが確実なものであること。 

     相続若しくは贈与によらず「親からの借地」のほか、血族（３親等以内）については、「や

    むを得ない事情」が存する場合、「血族間の売買」であっても許可の対象となり得る。 

 （２）線引き前から親族が所有しているものであること。ただし、当該土地が農業振興地域の整

    備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）に基づき農用地区域に指定されていてその変

    更ができない場合又は農用地以外であっても住宅を建設することが好ましくない場合で、

    当該土地との交換により取得した土地については、線引き以前から所有していたものとみ

    なす。 

 （３）原則として、既存の集落内又はその周辺の土地であること。 

  （４）開発（敷地）面積は５００平方メートル以下であること。ただし、土地利用上やむを得な

    いと認められる場合はこの限りではない。 

 

３．親等は、原則として申請に係る土地の存する既存集落と同一集落内に居住していること。 

    親等の居住地が市街化区域内である場合は、親等は市街化区域内に自己の宅地以外に土地を所

  有していないか、又は所有していても住宅の建設が困難である等の事情があること。 

 

※１：「農家等」とは、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日以前から市街化調整区域に居

    住する農家及び非農家 

 

※２：「二、三男等」とは、申請者要件（１）に該当する者 

 

※３：「親等」とは、線引き時点で既存集落等に土地を所有し、生活の本拠を有していたもの。 
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〔基準２〕      収用対象事業の施行に伴う建築物等 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 建築物等を収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならない場合の代替建築物で、申

請の内容が次の各項に該当し、かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして

市長が認めるものについては、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．市街化調整区域に存する建築物等を移転又は除却して建築する場合等は、次の各号に該当する

  ものであること。 

 

  （１）申請者は、収用対象事業の施行により既存建築物等を移転又は除却しなければならない者

    であること。 

  （２）当該事業主体からの移転証明があり、事業計画が明確であること。 

  （３）申請に係る土地は、次の各号に該当するものであること。 

   イ．原則として、既存の集落内又はその周辺の土地であること。 

   ロ．開発（敷地）面積は、専用住宅又は併用住宅にあっては５００平方メートル     

     以下、その他にあっては従前の１．５倍以下であること。ただし、土地利用     

     上やむを得ないと認められる場合はこの限りではない。    

   ハ．農用地区域内の土地等ではないこと等、土地利用上の調整がとれている土地     

     であること。 

 （４）予定建築物等は、次の各号に該当するものであること。 

   イ．用途は従前と同一であり、周辺の土地利用からみて適切なものであること。 

   ロ．構造は従前とほぼ同一であること。 

   ハ．延べ面積は従前の１．５倍以下であること。ただし、従業員の執務空間の整     

     備等でやむを得ない場合はこの限りではない。 

 

２．市街化区域に存する建築物等を移転又は除却して建築する場合等は、１に掲げる要件のほか次

  の各号の一に該当するものであること。 

   イ．市街化区域に適地を確保することが困難又は著しく不適当な場合であること。    

   ロ．開発許可権者と調整のうえ当該事業主体が適切な土地を斡旋した場合であること。 

     ハ．申請者が、市街化調整区域に所有している土地で、１に掲げる要件に鑑み適切な土地に

建築する場合等であること。 
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〔基準３〕        既存集落内の自己用住宅 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 既存集落内の自己用住宅で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、当該市街化調整区域内に建

築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査会の議を経て許可するこ

とができる。 

 

※「既存集落」とは、例えば町村合併前の旧町村役場を中心として発達した集落など地形、地勢、

 地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、医

 療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らして独立して一体的な日常生活圏を

 構成していると認められ、相当数（概ね５０戸を基準とし、４０戸を最低とする。）の建築物（車

 庫、物置等付属建築物は含まないが、工場、学校等は含む）が連たん（建築物の敷地相互間の距

 離が原則として５０ｍ程度以内であること）している集落 

 

※ 連たんの状況を一定の区域の範囲内における建築物の集中の程度により判断する場合、当該一

 定の区域としては、原則として少なくとも半径１００ｍまでの区域又は３ヘクタールの区域を対

 象とする。 

 

１．申請に係る土地は、次の各号に該当するものであること。 

 （１）自然的社会的要件に照らして独立して一体的な日常生活圏を構成する地域であって、  

    おおむね５０戸以上の建築物の連たんしている地域内に存する土地であること。 

 （２）申請者が線引き以前から保有している土地（保有していた者から相続等により取得した 

    土地を含む。）であること。 

    ただし、収用対象事業による建築物の移転等の事情により線引き後に土地を取得した  

    場合については、線引き以前から有していたものとみなす。 

  （３）開発（敷地）面積は５００平方メートル以下であること。ただし、土地利用上     

    やむを得ないと認められる場合はこの限りではない。 

 

２．予定建築物は、自己の居住の用に供する専用住宅であること。 
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〔基準４〕        既存建築物の建替え等 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域に存する建築物で、従前の床面積の１．５倍を超える建替え等について、申請の

内容が次の各項に該当し、かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長

が認めるものについては、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．申請者の資格及び既存建築物の経緯について 

 （１）既存建築物は、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日以前から存する建築物又は、

    都市計画法の許可若しくは確認を受け建築された建築物であること。 

 

２．敷地について 

  （１）従前の建築物の敷地の範囲内であること。 

  （２）従前の自己用住宅の敷地が著しく過小である場合等で、敷地増を図る場合にあっては、 

    従前の１．５倍以内又は、５００平方メートル以内であること。 

 

３．建築物の用途、構造について 

 （１）原則として、従前の建築物と同一の用途であること。  

 （２）予定建築物の規模、構造、設備等が従前のものに比較して過大ではなく、かつ、    

    周辺の土地利用の状況からみて適切なものであること。     

 

４．建替え後の床面積の合計が従前の建築物の床面積の合計の１．５倍以下であるもので、   

  従前の建築物と構造及び用途がほぼ同一である場合は、許可を要しない「改築」として取り扱

  う。 

 

５．都市計画法の許可を受け建築された建築物の改築で、許可要件で規模が制限されているものは、

  その制限以内とする。 

 

６．開発審査会へ事後報告とする案件は、専用住宅若しくは共同住宅の用途に供する既存建築物の

  建替え等とし、これ以外の用途に供するものは、一般提案基準の審査案件とする。 
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〔基準５〕       災害危険区域等の建築物の移転 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 災害危険区域等に存する建築物の移転等で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、 

当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審

査会の議を経て許可することができる。 

 

１．申請者は、次の各号の一に該当するものであること。 

 （１）がけ地近接等危険住宅移転事業に伴い移転するもの。 

 （２）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第９条第３項

    の勧告に基づき移転する者 

  （３）地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第２４条の規定による関連事業計画に基づ

き移転する者 

  （４）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１０条第１項の命令に基づき移転する者 

  （５）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５

７号）第２６条第１項の勧告に基づき移転する者 

 （６）市長が発行する全壊又は流出の罹災証明書の交付を受けて、居住者が災害にあった日から

    ２年以内に従前とほぼ同一規模の住宅（建築基準法別表第２（い）項第１号に該当するも

    の。）の建築が完了し自ら居住する者 

 （７）その他の条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づき（１）から（６）までと同等と認

    められ移転する者 

 

２．申請に係る土地は、次の各号に該当するものであること。 

 （１）原則として、既存の集落内又はその周辺の土地であること。 

  （２）開発（敷地）面積は専用住宅又は併用住宅にあっては５００平方メートル以下、その他に

    あっては従前の１．５倍以下とする。ただし、土地利用上やむを得ない場合はこの限りで

    はない。 

  （３）農用地区域内の土地等ではないこと等、土地利用上の調整がとれている土地であること。

  

３．予定建築物は、次の各号に該当するものであること。 

  （１）用途は従前と同一であり、周辺の土地利用上からみて適切なものであること。     

 （２）構造は従前とほぼ同一であること。  

  （３）延べ面積は、原則として従前の１．５倍以下であること。 

 

４．市街化区域に存する建築物を移転しなければならない場合については、当該市街化区域内に適

  地を確保することが困難又は著しく不適当な場合であること。 
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〔基準６〕          地区集会所 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 町内会又は農家組合等が住民の集会、研修等を通じて住民の自治活動を推進することを目的とし

て建築する集会所その他法第２９条第１項第３号に規定する施設に準ずる施設で、申請の内容が次

の各項に該当し、かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認める

ものについては、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．地区集会所がないか又は建物の老朽化等の理由によりその利用が困難であるため、住民多数の

  要望に基づき建築するものであること。 

 

２．管理規定等が定められており、適切な管理がなされると認められるものであること。 

 

３．建設に伴う経費について、国又は地方公共団体の補助が見込まれる等、財源が確実と認められ

  るものであること。 
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〔基準７〕 （廃止） 

従前から宅地であることが確認できる土地における建築行為または災害防止のための開発行為 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域に関する都市計画決定の日以前（以下、「従前」という。）から、すでに宅地であった

ことは確認できる土地における建築行為または災害防止のための開発行為で、次の基準の全てを満た

すものに限り、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．従前から宅地であることの要件は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 

（１）土地又は建物の登記簿謄本若しくは固定資産税の課税証明等により、市街化調整区域とされた

時点において宅地であったことが認められる土地 

（２）以下の諸資料、状況等を総合的に勘案した上で、市街化調整区域とされた時点における土地の

状況が宅地であったことの蓋然性が極めて高いと認められる土地 

① 市街化調整区域とされた当時の航空写真 

② 市街化調整区域とされた当時の白地図 

③ 従前に、建築物を建築する目的で、農地法に基づく農地転用許可を受けた土地 

④ 従前に、建築基準法に基づく建築確認を受けた土地 

⑤ 公的機関の証明等 

⑥ 従前から、当該地の土地利用の経過及び状況を示すもの。 

 

２．許可基準 

（１）予定建築物の用途は、以下のいずれかに該当するものであること。 

イ．その他の所有者又は借受人の自己用住宅（自己業務用との兼用住宅を含む） 

ロ．建築基準法別表第２（ろ）第２号に規定する、第２種低層住居専用地域内に建築すること  

ができる自己業務用建築物 

ハ．周辺の住環境及び土地利用との調整がとれ、かつ適正な、工場、事務所、店舗又は運動レ   

ジャー施設（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）

に基づき営業許可又は届出を必要とするもの等娯楽施設を除く）の用途に該当する自己業務

用建築物 

 

（２）予定建築物の規模等 

イ．原則として、建ぺい率は６０％以下、容積率は２００％以下とする。 

ただし、他に建築物に関する規制があればこれに適合すること。 

ロ．建築物の高さは、原則として１０メートル以下とする。 

ただし、予定建築物の態様及び周囲の状況等から、やむを得ないと市長が認めた場合はこ 

の限りではない。 

 

（３）従前から宅地であることが確認できる土地における建築行為または災害防止のための開発行

為が、自己用住宅又は床面積の合計が１５０㎡以内の自己業務用の建築物以外の場合は、開発

審査会個別諮問とする。 

 

（４）申請者の不動産未所有要件は問わないものとする。 

 

（５）該当する土地において、災害防止の為の開発行為を施工することが、やむを得ない合理的事情

であると判断されるもの。 

 

附則 １．この基準は、平成１５年５月２０日から施行する。 

   ２．この基準は、「既存宅地」の廃止に伴う経過措置が終了する、平成 18 年 5 月 17 日まで

の運用とする。 

 

※１：「防災避難のための開発行為」とは、防災避難上有効と判断される造成行為を示し、宅地分割のた

めの開発道路の新設による開発行為は認めない 
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〔基準８〕 許可を受けた土地におけるやむを得ない事情による用途変更等 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 許可を受けた後住宅等をやむを得ず譲渡し、許可目的の以外の住宅等となるもの及び、譲受人が

用途変更を伴う増築又は改築を行う建築物で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、当該市街化

調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査会の議を

経て許可することができる。 

１．用途変更について  

  この基準でいう「用途変更」とは、建築物の用途変更及び建築物の用途変更は生じないが、

適格要件を有していたことにより適法に従前建築物を建築した者、若しくは従前建築物を取得

し、現在まで使用していた者（以下（譲渡人）以外の者（譲受人）が、当該建築物を使用する

こと（以下、「属人性に係る用途変更」という。）をいう。 

 

２．適用の範囲 

 （１）分家住宅をやむを得ず譲渡し、分家住宅以外となるもの。 

 （２）農林漁業者住宅等をやむを得ず譲渡し、農林漁業者住宅以外となるもの。 

 （３）（１）、（２）以外で許可を受けて建築された建築物のやむを得ない事情による用途変更 

 

３．用途変更の範囲 

 （１）属人性に係る用途変更のみの場合 

 （２）店舗併用住宅等を専用住宅とする場合 

 （３）周辺の土地利用に照らし、適切なものと市長が認めた場合 

 

４．用途変更を伴う増築又は改築を行う場合の予定建築物の規模 

 予定建築物の規模は、従前建築物の１．５倍以下とする。 

 

５．申請者は、都市計画法に基づき許可を受けた者及び法の規定により許可不要の要件を備えてい

  た者から譲り受けた譲受人とする。       

 

６．次の各号のすべてに該当するものであること。 

 （１）譲渡人が、相当期間適法に利用されてきたものであること。 

 （２）従前の敷地の区画の変更が生じないこと。 

 （３）譲渡人に対して許可を行った際の趣旨及び、譲渡人が譲受人に当該建築物を譲り渡すに至

    るまでの個別具体的事情等を総合的に勘案し、真にやむを得ない事情であること。 

 （４）当該建築物の建築又は譲渡及び譲受の行為並びに履行が、信義に従い誠実になされている

    こと。 

※１：「相当期間」とは、 

   ① 許可又は許可不要で建築したものの場合、原則概ね１０年以上。 

   ② 使用者の変更があった場合、原則概ね１０年以上居住または建築後概ね２０年以上 

  ただし、譲渡人が、死亡、転勤および物件が競売に係る等特段の理由がある場合、相当期間は

問わない。 

※２：「譲受人」の要件は、他に居住および宅地として適当な土地を所有しておらず、一般的に住

居購入の必要性が認められるもの。 
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〔基準８の２〕  既存建築物を活用した観光振興等による地域再生のための用途変更 

（開発審査会一般提案基準） 

 

市街化調整区域に現に存在する古民家等の建築物やその周辺の自然環境・農林漁業の営みを地域資

源として観光振興等による地域再生のために活用する場合、許可申請の内容が次のいずれにも該当す

ると認められるものについては、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．対象となる既存建築物は、都市計画法上適法に建築されたものであること。 

 

２．既存建築物は、原則として１０年以上適正に利用されたものであること。 

 

３．用途変更の事情は、次の（１）から（５）のいずれかに該当するものであること。 

（１）生計維持者の死亡等の事情により居住を継続できなくなった場合 

（２）許可後に遠方地へ転居することになった場合 

（３）破産、競売又は多額の負債等の経済的事情による場合 

（４）高齢化等の事情による場合 

（５）その他社会通念上やむを得ない事情として市長が認める場合 

 

４．変更後の用途は、次の（１）から（４）のいずれにも該当するものであること。 

（１）地域再生に資するもので、下記のいずれかに該当すること。 

  ア．宿泊施設、飲食店舗、地域特産品の販売店舗等の観光振興に資する用途 

イ．住宅、事務所、事業所、集会施設、研修施設、アトリエ等の既存集落の維持のために必要な用途 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に定める

営業の許可又は営業の届出を必要とする用途に該当しないこと。 

（３）都市計画法第３４条第２号に規定する用途に該当しないこと。 

（４）許可申請者が、自己の業務として行うものであること。 

 

５．用途変更後の敷地面積は、既許可（許可不要の場合は建築確認）の面積又は既存宅地の確認を受

けた面積を超えないこと。ただし、土地利用上やむを得ないと認められる場合は、その必要な限

度において敷地を拡大することができるものとする。 

 

６．用途変更と同時に既存建築物を増築する場合は、当該増築後の床面積の合計が既存建築物の床面

積の合計の１．５倍以下であること。 

 

７．許可を受けようとする者は、既存建築物の所有者、取得予定者又は賃借予定者のいずれかである

こと。なお、許可を受けようとする者と当該既存建築物又は建築物の敷地の所有者が異なる場合

は、それぞれの所有者の承諾が得られていること。 

 

８．用途変更により、周辺の地域における騒音、振動等による環境の悪化を生じさせないこと。 

 

９．用途変更により、道路の渋滞や上下水道への著しい負荷を生じさせる等周辺の公共施設に著しい

影響を生じさせないこと。 

 

１０．佐世保市のまちづくりの将来像に与える影響に鑑み、佐世保都市計画区域マスタープラン及び

佐世保市都市計画マスタープランに適合し、かつ地域振興、観光振興等に関する佐世保市の方

針・計画等と整合していること。 

 

附則 この基準は、令和２年３月２５日から施行する。 
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〔基準８の３〕        既存建築物の賃貸住宅への用途変更 

（開発審査会一般提案基準） 

 

市街化調整区域において、コミュニティや住民の生活水準の維持を目的として既存の自己用住宅を

移住・定住の促進を図るための賃貸住宅へと用途変更する場合、許可申請の内容が次のいずれにも該

当すると認められるものについては、開発審査会の議を経て許可することができる。 

なお、本提案基準は、その内容が定型的、類型的なものであることから、事務手続きの効率化、迅

速化を図る観点から、包括的に承認を受けたものとしてあらかじめ開発審査会の議を経たものとして

取り扱うものとし、許可処分後の直近の開発審査会で報告するものとする。 

 

１．対象となる既存建築物は、都市計画法上適法に建築されたものであること。 

 

２．既存建築物は、原則として１０年以上適正に利用されたものであること。 

 

３．用途変更の事情は、次の（１）から（５）のいずれかに該当するものであること。 

（１）生計維持者の死亡等の事情により居住を継続できなくなった場合 

（２）許可後に遠方地へ転居することになった場合 

（３）破産、競売又は多額の負債等の経済的事情による場合 

（４）高齢化等の事情による場合 

（５）その他社会通念上やむを得ない事情として市長が認める場合 

 

４．変更後の用途は、次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものであること。 

（１）専用住宅で賃貸の用に供するもの 

（２）兼用住宅（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（い）の項中第２号に掲げる

建築物）で賃貸の用に供するもの 

 

５．変更後の敷地面積は、既許可（許可不要の場合は建築確認）又は既存宅地の確認を受けた面積を

超えないこと。 

 

６．許可を受けようとする者は、既存建築物の所有者又は取得予定者であること。なお、許可を受け

ようとする者と当該既存建築物又は建築物の敷地の所有者が異なる場合は、それぞれの所有者の

承諾が得られていること。 

 

 

附則 この基準は、令和２年３月２５日から施行する。 

 

 



R8.2.20時点 

   12 
 

〔基準９〕      指定大規模既存集落内の自己用住宅 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 指定大規模既存集落内の自己用住宅で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、当該市街化調整

区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査会の議を経て

許可することができる。 

 

１．申請者は、次の要件に該当するものであること。 

 （１）線引き以前より、指定既存集落内に生活の本拠を有するものであること。  

     ただし、収用対象事業による建築物の移転等の事情により、線引き以後に当該既存集落に

生活の本拠を有することとなった場合については、線引き以前から生活の本拠を有してい

たものとみなす。 

 

２．申請に係る土地は、次の各号に該当するものであること。 

 （１）当該既存集落内の土地であること。 

 （２）開発（敷地）面積は、５００平方メートル以下とする。ただし、土地利用上やむを得ない

    と認められる場合はこの限りではない。 

 

３．予定建築物は原則として、自己の居住の用に供する専用住宅であること。 

 

※「指定大規模既存集落」知事の指定～平成２年４月３日（２建第６４４号） 
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〔基準１０〕      指定大規模既存集落内の分家住宅 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 指定大規模既存集落内に存する農家等の二・三男等が分家する場合の住宅で、申請の内容が次の

各項に該当し、かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるも

のについては、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．申請者は、次の各号に該当するものであること。 

 （１）申請者は、民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条に定める親族（血族６親等、姻族

    ３親等）の範囲に該当し、かつ、本家（以下「親等」という。）の世帯構成員である者又

    はあった者であること。 

 （２）従前同一の世帯構成員として、同居の事実があること。 

       （血族４～６親等、姻族３親等は同居の事実を証明できるものであること。） 

 

２．申請に係る土地は、次の各号に該当するものであること。 

 （１）指定大規模既存集落内の土地であること。 

 （２）開発（敷地）面積は、５００平方メートル以下とする。ただし、土地利用上やむを得ない

    と認められる場合はこの限りではない。 

 

３．親等は線引き以前から当該指定大規模既存集落内に生活の本拠を有していること。 ただし、

  収用対象事業による建築物の移転等の事情により線引き後に当該指定既存集落に生活の本拠

  を有することとなった場合については、線引き以前から生活の本拠を有していたものとみなす。 

 

※「指定大規模既存集落」知事の指定～平成２年４月３日（２建第６４４号） 
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〔基準１１〕    指定大規模既存集落内の小規模工場等 

（開発審査会一般提案基準） 

  

  指定大規模既存集落内の小規模工場で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、当該市街化調整

区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査会の議を経て

許可することができる。 

 

１．申請者は、自己の生計を維持するために新規に事業を営むことがやむを得ないと認められる 

（停年、退職等）者、又は現に当該指定既存集落内で事業を営み、周辺の環境対策等のために

移転を行うことがやむを得ないと認められるものであり、かつ、線引き前から指定既存集落内

に生活の本拠を有する者であること。 

   ただし、収用対象事業による建築物の移転等の事情により、線引き以後に当該大規模既存集落

  内に生活の本拠を有することとなった場合については、線引き以前から指定既存集落内に生活

  の本拠を有していたものとみなす。 

 

２．提案基準１，３，９，１０に規定する住宅と同時又は、当該住宅建築以降に建築しようとする

  場合を含む。 

 

３．申請に係る土地は、次の各号に該当するものであること。 

 （１）指定大規模既存集落内の土地であること。 

 （２）開発（敷地）面積は、１，０００平方メートル以下であること。ただし、土地利用上やむ

    を得ないと認められる場合はこの限りではない。 

 

４．予定建築物は、次の各号に該当するものであること。 

 （１）自己の業務の用に供する建築物で、かつ当該周辺の住環境及び土地利用との調整のとれた

    ものであること。  

  （２）用途は、工場、事務所、店舗又は運動レジャー施設（風俗営業等の規制及び業務の適正化

    等に関する法律（昭和２３年法律１２２号）に基づき営業許可又は届けを必要とするもの

    等娯楽施設を除く。）であって、周辺の土地利用からみて適正なものであること、 

 （３）貸し工場、貸し店舗、貸し事務所は認めない。 

 （４）申請地は、自己所有地であること。 

 

※「指定大規模既存集落」知事の指定～平成２年４月３日（２建第６４４号） 
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〔基準１２〕       社寺、仏閣及び納骨堂 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域に建設される社寺、仏閣及び納骨堂で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、

当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審

査会の議を経て許可することができる。 

 

１．原則として、当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関

連した施設を対象とするものとし、通常既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申

堂、地蔵堂等を構成する建築物を典型例とするが、その他の宗教活動上の施設であって当該市

街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布その他に照らし、特に当該地域に立地す

る合理的事情の存するものを含むものとする。 

 

２．「その他の宗教活動上の施設」とは、原則として宗教法人の行う儀式、教化育成のための施設

及びこれに付属する社務所、くり等規模、構造、設計等がこれら宗教活動上の必要に照らして

ふさわしいものとし、宿泊施設及び休憩施設は原則として含まないものとする。 

 

３．申請者は、原則として宗教法人とする。 

（自治会が管理している社、鎮守等については、自治会等からの申請ということもあり得る。） 

 

 

 

〔基準１３〕     市街化調整区域を対象とした研究施設 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 研究対象が市街化調整区域に存在すること等の理由により建築しようとするもので、申請が次の

各項に該当し、かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるも

のについては、開発審査会の議を経て許可することができる 

 

１．研究対象について、次のいずれかに該当するものであること。 

 （１）研究対象が、当該市街化調整区域内に存在し、かつ、当該土地において研究する必要性が

あるもの。 

  （２）研究対象が、自然的又は環境上特別の条件を必要とするもので、当該土地が当該特別の要

件を満たすもの。 

 

２．当該建築物を建築しようとする土地は、研究の目的、内容等を勘案して、当該開発区域の周辺

の土地利用に著しい支障をきたさないものであること。 
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〔基準１４〕    既存事業所の従業員の寮、寄宿舎等 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 法第３４条各号の規定により開発許可を受けた事業所又は線引き以前から存する事業所におい

て、業務に従事する者の住宅、寮等で当該地域に建設するもので、申請の内容が次の各項に該当し、

かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、

開発審査会の議を経て許可することができる 

 

１．法第３４条第１４号の規定により許可を受けた開発行為に係る事業所において業務に従事する

ものの住宅、寮等で特に当該土地の区域に建設することがやむを得ないと認められるもの。 

 

２．業務に従事するものの住宅、寮等については、工場等の立地と一体的に計画されたものであっ

  て、当該住宅等と工場等と一体的に立地する場合又は既存集落内若しくは既存集落に隣接又は

  近接する地域に立地する場合のいずれかであり、事業の操業方式、就業体制、雇用形態などを

  勘案の上適切な規模を超えないものであること。 

 

 

〔基準１５〕  自然的土地利用と調和のとれたレクレーション施設 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域における自然的土地利用と調和のとれたレクレーションのための必要不可欠な

建築物で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを

得ないとして市長が認めるものについては、開発審査会の議を経て許可することができる 

 

１．自然休養村整備事業を推進するにあたって必要最小限不可欠な施設である建築物 

 

２．キャンプ場、スキー場等第二種特定工作物に該当しない運動、レジャー施設であって地域にお

  ける土地利用上支障がないものの管理上又は利用上必要最小限不可欠な建築物 

  （１）管理棟、バンガロー等必要最小限の施設であって周辺の自然環境に調和した簡素なもので

    あること。 

  （２）用途の変更が容易でないもの。 

  （３）自然公園法その他の法令に適合していること。 

 

３．第二種特定工作物の利用増進上宿泊機能が不可欠であり、かつ、周辺の状況等から判断して当

  該工作物内の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設であること。 

  （１）利用目的及び利用者の属性から宿泊機能が必要不可欠であること。 

 （２）市街化区域等における宿泊施設によっては円滑な対応が困難であること。 
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〔基準１６〕       地域経済牽引事業の用に供する施設である建築物 

（開発審査会一般提案基準） 

 

市街化調整区域に地域経済牽引事業の用に供する施設である建築物を建築する場合で、申請の内容

が次号に該当し、かつ、当該市街化調整区域に建築することがやむを得ないとして市長が認めるもの

については、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成１９年法律第

４０号）第１４条第２項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、同法第１１条第２項第

１号に規定する土地利用調整区域内において整備される同法第１３条第３項第１号に規定する

施設である建築物 
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〔基準１７〕       特定流通業務施設 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域に特定流通業務施設を建築する場合で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、

当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審

査会の議を経て許可することができる 

 

１. 特定流通業務施設 

イ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成１７年法律第８５号。以下「物流総合

効率化法」という。）第４条第２項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第２条第３

号に規定する特定流通業務施設に該当するものであって、貨物自動車運送事業法（平成元年法律

第８３号）第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第６項の特別積合せ貨物

運送に該当しないものの用に供される施設又は倉庫業法（昭和３１年法律第１２１号）第２条第

２項に規定する倉庫業の用に供する同条第１項に規定する倉庫であること。 

 

ロ 物流総合効率化法第４条第１０項に基づく都道府県知事からの意見聴取において、当該特定流

通業務施設が周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行

うことが困難又は著しく不適当と認められる旨の意見があった施設であること。 

 

２．地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、市街化区域と市街

化調整区域に係る区域区分の態様、交通の状況、地域における物流の特性等に即して相当と判断

される規模のものであること。 

 

３．申請区域内に優良農地を含まないこと。 

 

４．申請地周辺の道路交通に支障をきたさないよう適切な措置がなされていること。 

 

５．申請地周辺区域の環境を害さないよう緩衝帯等が適切に配置されていること。 
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〔基準１８〕          有料老人ホーム （廃止） 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域に有料老人ホームを建設する場合で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、当

該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査

会の議を経て許可することができる 

 

１．老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項に規定する有料老人ホームで、その

  立地がやむを得ないと認められるもの。 

 

２．当該有料老人ホームの設置及び運営が厚生労働省の策定する「有料老人ホームの設置運営指針」

  における基準に適合しており、かつ、年金福祉事業団等の公的融資を受けて建設されるもので

  あること。なお、制度の変更により公的融資を受けられない施設であっても、福祉部局と十分

  協議のうえ、安定的な経営確保が図られていることが確実と判断されるものを含むものとする。 

 

３．当該有料老人ホームに係る権利関係は利用権方式又は賃貸方式のものであって、分譲方式のも

  のでないこと。 

 

４．当該有料老人ホームの立地にあたって、当該有料老人ホームが市街化調整区域に立地する病院

  又は特別養護老人ホーム等が有する医療、介護機能と密接に連携しつつ立地する必要がある場

  合、入居一時金及び利用料に関する厚生労働省の基準に従い適正な料金設定がなされている場

  合等施設の機能、運営上の観点から市街化区域に立地することが困難又は不適当であること。 

 

５．当該有料老人ホームの立地につき、佐世保市の福祉施策の観点から支障がないことについて、

  福祉部局からの承認を得たものであること。 
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〔基準１８〕           有料老人ホーム  

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域に有料老人ホームを建設する場合で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、当

該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査

会の議を経て許可することができる 

 

１．老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項に規定する有料老人ホームで、その

立地がやむを得ないと認められるもの。 

 

２．当該有料老人ホームの設置及び運営が厚生労働省の策定する「有料老人ホームの設置運営標準

指導指針」における基準に適合しており、かつ、独立行政法人福祉医療機構等の公的融資を受

けて建設されるものであること。なお、公的融資を受けられない施設であっても、福祉部局と

十分協議のうえ、安定的な経営確保が図られていることが確実と判断されるものを含むものと

する。 

 

３．当該有料老人ホームに係る権利関係は利用権方式又は賃貸方式のものであって、分譲方式のも

のでないこと。 

 

４．当該有料老人ホームの立地にあたって、当該有料老人ホームが、原則として市街化調整区域に

立地する病院又は特別養護老人ホーム等が有する医療、介護機能と密接に連携し、かつ、入居

一時金及び利用料に関する厚生労働省の基準に従い適正な料金設定がなされているなど、施設

の機能、運営上の観点から市街化区域に立地することが困難又は不適当であること。利用料の

家賃相当額は、当該有料老人ホームの整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当す

る額等を基礎として合理的に算定したものとし、近傍の住宅の家賃から算定される額を大幅に

上回るものでないこと。 

 

５．当該有料老人ホームの立地につき、佐世保市介護保険事業計画に適合し、福祉施策の観点から

支障がないことについて、福祉部局の承認が得られたものであること。 

 

 附則 この基準は、平成１９年３月２８日から施行する。 
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〔基準１９〕     介護保健法に基づく介護老人保健施設 

（開発審査会一般提案基準） 

 

市街化調整区域に介護老人保健施設を建設する場合で、申請の内容が次の各項に該当し、かつ、当

該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査会

の議を経て許可することができる 

 

１．介護保健法に基づく介護老人保健施設であること。 

 

２．各地域の要介護老人数等をふまえて、見込まれるその地域の需要を考慮した規模であること。 

 

３．協力病院が近隣に所在すること。 

 

４．介護保険施設担当部局において、介護老人保健施設の開設が確実である旨の確認がとれること。 

 

 

 

 

 

 

 

〔基準２０〕    既存の土地利用を適正に行うため必要最低限の管理施設 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域で、既存の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設を設置する場合、申

請の内容が次の各項に該当し、かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして

市長が認めるものについては、開発審査会の議を経て許可することができる 

 

１．既存の土地利用が適正に行われている敷地内に建設するものを対象とし、敷地全体の安全性が

  確保され、他法令に抵触していないものであること。 

 

２．第２種特定工作物の用途に該当し、面積が１ヘクタール未満のものに設置する管理施設の規模

  は、延べ面積１００平方メートル以下（休憩所を必要とする墓園については、延べ面積１７５

  平方メートル以下）で最低必要な室構成であること。 

 

３．資材置き場、駐車場の管理施設は、原則として延べ面積５０平方メートル以下とし、最低必要

な室構成であること。 

 

４．同一敷地内に２以上の管理施設がある場合の面積は、その面積の合計が前２項の数値以下とす

  ること。 
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〔基準２１〕   既存住宅の増改築のためのやむを得ない敷地拡大 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域における既存住宅の増改築のためのやむを得ない敷地拡大で、申請の内容が以下

に該当し、かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものに

ついては、開発審査会の議を経て許可することができる 

 

１．拡大後の敷地面積は原則として５００平方メートル以下であること。 

 

 

〔基準２２〕     市街化区域と市街化調整区域にまたがる住宅 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化区域と市街化調整区域にまたがって建築する住宅について、申請の内容が次の各項に該当

し、かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについて

は、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．自己の居住のための住宅であること。 

 

 

 

〔基準２３〕       既存権利の未届けによる特別措置 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 法第３４条第１３号に基づく権利未届けのものについて、以下に該当し、市長がやむを得ないと

認めるものについて、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．県外に居住していたため、その他やむを得ない事情で届出制度が了知できず、その事実が証明

  できるもの。 

 

 

〔基準２４〕       既存権利未行使による救済措置 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 法第３４条第１３号に基づき、既存の権利者の届出を提出し受理されたが、権利の行為行使がや

むを得ない事情でできなかった場合で、以下に該当し、当該市街化調整区域内に建築することがや

むを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．資金その他やむを得ない事情で、政令で定める期間内に権利の行使ができなかったもので、そ

  の事実が証明できるもの。 
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〔基準２５〕 （廃止） 既存宅地の確認を受けた土地における防災避難のための開発行為 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 

平成１２年の都市計画法改正施行日以前までに、「市街化調整区域に関する都市計画が決定された際

すでに宅地であった土地であって、その旨の知事及び市長の確認を受けたもの」（以下既存宅地）にお

ける防災避難のための開発行為※１は、次の基準をみたすものについて、開発審査会の議を経て許可す

ることができる。 

 

１．土地の要件 

（１）既存宅地の確認を受けた土地。 

 

２．許可基準 

（１）予定建築物の用途は、以下に該当すること。 

その土地の所有者又は借受人の自己の居住用または自己の業務用。 

ただし、周辺の住環境及び土地利用との調整が不適合と判断される建築物について、原則とし

て許可対象としない。 

 

（２）該当する土地において、防災避難のための開発行為の施工することが、やむを得ない合理的事

情であると判断されるもの。 

 

附則 

１．この基準は平成１５年５月２０日から施行する。 

２．この基準は、「既存宅地」の廃止に伴う経過措置が終了する平成１８年５月１７日までの運

用とする。 

３．この提案基準は、事後報告とする。 

 

 

※１：「防災避難のための開発行為」とは、防災避難上有効と判断される造成行為を示し、宅地分割の

ための開発道路の新設による開発行為は認めない 
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〔基準２６〕       大工等の作業場、資材置き場等 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域に個人又は中小建設業等の作業場、資材置き場を建設する場合で、申請の内容が次の

各項に該当し、かつ、市街化区域で行うことが困難又は不適当であり、当該市街化調整区域に建築する

ことがやむを得ないとして市長が認めるものについては、開発審査会の議を経て許可をすることがで

きる。 

 

１．許可対象とする用途 

市街化区域で建設することが困難又は不適当な業種は、下記の許可対象業種とする。 

ただし、事務所は認められない。（作業員のための必要最小限の休憩所はやむを得ない。） 

〔許可対象業種〕 

   ・大工等の作業場、資材置き場 

   ・鉄骨鉄筋加工作業場、資材置き場 

   ・石材加工場、資材置き場 

・板金作業場、資材置き場 

   ・塗装業作業場、資材置き場 

・建具、家具製作作業場、資材置き場 

 ・電気工事、管工事作業場、資材置き場 

 

２．許可要件 

（１）立地：市街化区域から原則として 250m 以上離れている地域。ただし、地形や用途（倉庫の

み）等でやむを得ない場合はこの限りでない。 

（２）敷地：①当該用途に供する土地の面積は、業務上やむを得ないと認められる最小限の規模とす

る。（原則として 3,000 ㎡以下） 

       ②周辺景観の保全上、塵埃等の飛散防止上支障がないよう必要に応じ囲い、植栽等が施

されたものであること。 

（３）道路：当該開発区域は、原則として幅員 6.0m 以上の公道に接すること。ただし、開発区域の

面積が 1,000 ㎡以下の場合は、原則として幅員 4.0m 以上の公道に接することで可と

する。 

（４）環境：隣接する住宅等に対し、騒音規制法の第 2 種区域による規制基準を満足すること。 

（５）同意：隣地所有者、近隣住民（町内）から、騒音、雨水・汚水の排出、火災の発生、粉塵、材

料の搬出入による交通障害などの苦情がでないような立地、配置、構造による計画であ

ること。（隣接同意、町内への計画説明経過書） 

（６）添付資料  

・申請者の職業経歴及び事業の実績書 

   ・迷惑施設移転の場合、既存施設の状況説明書 

   ・事業計画説明書（主な業務対象地域、業務の詳細内容、保有機材及びその数、従業員の内訳） 

   ・納税証明書（大工等の職業が判別できること） 

   ・法人の場合、法人登記簿謄本 

 

附則 

この提案基準は、当該用途に供する土地の面積が 1,000 ㎡以下の場合は事後報告とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



R8.2.20時点 

   25 
 

〔基準２７〕                                   ※１ 

従前から宅地であることが確認できる土地における建築行為または防災避難のための開発行為 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 市街化調整区域に関する都市計画決定の日以前（以下、「従前」という。）から、すでに宅地であった

ことが確認できる土地における建築行為または防災避難のための開発行為で、次の基準の全てを満た

すものに限り、開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．従前から宅地であることの要件は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 

（１）土地又は建物の登記簿謄本若しくは固定資産税の課税証明等により、市街化調整区域とされた

時点において宅地であったことが客観的に認められる土地。 

 

（２）既存宅地の確認を受けた土地。 

 

２．許可基準 

 （１）申請者は、他に住宅を所有しておらず、かつ、他に建築可能な土地を所有していない人を対象

とし、予定建築物の用途は自己居住の用に供する専用住宅及びその付属建築物とする。 

 

（２）予定建築物の規模等 

イ．建ぺい率６０%以下、容積率２００%以下とする。 

ロ．建築物の高さは、１０メートル以下で、原則として合併浄化槽を設置すること。 

 

（３）造成を行う場合は、防災避難の為の開発行為でやむを得ない合理的事情であると判断されるも

のに限る。 

 

附則 この基準は、平成１９年３月２８日から施行する。 

  

※１：「防災避難のための開発行為」とは、防災避難上有効と判断される造成行為を示し、宅地分割のた

めの開発道路の新設による開発行為は認めない。 
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〔基準２８〕    線引き前から所有する土地における自己用住宅 

（開発審査会一般提案基準） 

 

 線引き前から所有する土地に自己用住宅を建築する場合で、申請の内容が次の各項に該当し、

かつ、当該市街化調整区域内に建築することがやむを得ないとして市長が認めるものについては、

開発審査会の議を経て許可することができる。 

 

１．当該建築物を建築しようとする敷地は、次のいずれかの土地であること。 

（１） 申請者が線引き前から所有（登記）している土地。 

（２） 民法第７２５条に規定する親族（血族６親等、姻族３親等）が線引き前から所有（登記）

していた土地で、申請者が相続等により所有している、又は所有することが確実である

土地（民法第７２５条に規定する親族間での相続等に限る。）。 

 

２．当該建築物を建築しようとする敷地に、一筆の土地の一部が含まれる場合は分筆登記がなされて

いること。 

 

３．申請者は、建築予定地を管轄する支所区域内に居住していた者、又は、居住している者であ

ること。 

 

４．申請者は、他に住宅を所有しておらず、かつ、申請地以外に建築可能な土地を所有していな

いこと。（配偶者及び、同居者(成人に限る)を含む） 

 

５．許可基準 

 （１）予定建築物の用途は自己居住の用に供する専用住宅及びその付属建築物とする。 

 

（２）予定建築物の規模等 

イ．建ぺい率６０%以下、容積率２００%以下とする。 

ロ．建築物の高さは、１０メートル以下で、原則として合併浄化槽を設置すること。 

 

（３）敷地の面積は５００平方メートル以下であること。ただし、土地利用上やむを得ないと

認められる場合はこの限りではない。 

 

 附則：この基準は、令和８年２月２０日から施行する。 

 


